
                       
第 43号議案 

 

令 和 ４ 年 1 0月 1 1日 
任 用 給 与 課 

 

 

 

東京都人事委員会規則の一部改正等について（勤務時間関係・給与関係） 

 

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則の一部改正については別添１

のとおり改正し、施行する。 

下記Ⅱの東京都規則の一部改正等については、申請・協議（別添２）のとおり承

認・同意する。 

 

記 
 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正（別添１） 

１ 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

Ⅱ 東京都規則の一部改正等（別添２） 

１ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

４ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

５ 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則 

６ 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則 

７ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

８ 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部

改正 

1



９ 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

10 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 

11 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

12 職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部を改正する規則 

13 学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部を改正する規則 

14 東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部を

改正する規則 

15 東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の一部改

正 

16 警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程＜新設＞ 

17 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

18 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

19 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

20 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

21 住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

22 学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

23 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

給与条例の改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

均衡職員の範囲 

第14条第２号 

 

【給与条例の改正等に伴う規定整備】 

特別料金等が加算される要件の前提となる同居していた者に、「パートナ

ーシップ関係の相手方」を追加（単身赴任手当規則の定義を引用） 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 
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Ⅱ 東京都規則の一部改正等 

１ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

条例第２条の３第
３号ハの特に必要
と認められる場合 

第３条の３第２号 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

非常勤職員が子の１歳６か月到達日まで育児休業をすることができる場合

として、条例において「育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必

要と認められる場合として人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合

に該当する場合」とする要件の規定整備 

「常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該

子の１歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であっ

た者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合」 

  →「常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者又はパート

ナーシップ関係の相手方であって当該子の１歳到達日後の期間について

常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合※のいず

れかに該当した場合」 

      

   

 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

  

（参考）※次に掲げる場合 

イ 死亡した場合 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養

育することが困難な状態になった場合 

ハ 当該子と同居しないこととなった場合 

ニ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する

予定である場合又は産後８週間を経過しない場合 
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２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

規 定 整 備 

第７条の２第１項 

第５項第４号 

第９項 

第７条の２の２第９

項 

第７条の３第９項 

別記第２号様式の２ 

別記第２号様式の３ 

 

【勤務時間条例の改正に伴う改正】 

○ 育児を行う職員の深夜勤務の制限の要件のうち、配偶者又はパートナ

ーシップの関係の相手方が東京都規則で定める者に該当する場合を除く

とする要件について規定整備 

  「配偶者」 

→「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」 

○ 育児を行う職員の深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、事由

が生じた場合に、請求がされなかったこととみなす要件について規定整

備 

  深夜において「配偶者」である当該子の親がいることとなった場合 

→深夜において「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」である当

該子の親がいることとなった場合  

○ 介護を行う職員の深夜勤務の制限、超過勤務の免除及び超過勤務の制

限に係る要件の見直し  

深夜勤務制限等の開始日とされた日の前日までに、事由が生じた場合

に、請求がされなかったこととみなす要件について規定整備 

    ・「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」 

    →「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパート

ナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」 

    ・「要介護者（当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。）と同

一の世帯に属さない」 

    →「要介護者（当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

及び二親等内の親族を除く。）と同一の世帯に属さない」 

○ 文言整備 

    ・「第８項中」→「前項中」 

    ・「消滅の理由」→「理由」 

育 児 時 間 

第21条第３項 

 

 

 

 

 

 

   第４項 

   第５項 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

○ 男性職員の育児時間 

生児の母親が育児休業等により生児を育てることができる場合には承

認しないとする規定や、１日につき90分から配偶者が利用する育児時間

を差し引いた時間を男性職員の育児時間の限度とする規定等について、

パートナーシップ関係の相手方についても配偶者と同様の取扱いとする

よう見直し 

・「その生児の母親」 

→「その生児を育てる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相

手方」 

・「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）」、「配偶者」 

 →「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」 
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規 定 整 備 

第22条第１項 

   第３項 

第22条の２第１項 

     第２項 

     第４項 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

出産支援休暇及び育児参加休暇について、パートナーシップ関係の相手方

の出産等の場合に休暇を取得できるよう見直し 

「配偶者」 

→「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」 

子どもの看護休暇 

第22条の３第１項 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

 休暇の対象となる子にパートナーシップ関係の相手方の子を追加 

「配偶者の子を含む。」 

→「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。」 

慶 弔 休 暇 

第24条第１項 

   第２項第１号 

      第２号 

   第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

 ○ 結婚する場合に加え、パートナーシップ関係となる場合に休暇の対象

とするよう見直し 

・「職員が結婚する場合」 

→「職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合」 

 ※パートナーシップ関係となる場合…東京都オリンピック憲章にうた

われる人権尊重の理念の実現を目指す条例第７条の２第２項の証明

若しくは同条第１項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制

度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する

制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居

し、かつ、生計を一にすることとなる場合 

・「結婚の日（戸籍法に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日の

うち職員が選択した日をいう。）」 

→「結婚の日（戸籍法に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日の

うち職員が選択した日をいう。）又はパートナーシップ関係となる場

合に該当することとなった日」 

○ 職員の親族が死亡した場合の休暇を職員の関係者が死亡した場合の休

暇とするよう見直し 

・「職員の親族が死亡した場合」 

  →「職員の関係者（別表第３に掲げる者に限る。以下同じ。）が死亡し

た場合」 

・「職員の親族（別表第３に掲げる親族に限る。）」 

→「職員の関係者」 
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別表第３ ・別表第３の見直し 
 

現行 改正案  

親族 関係者 日数 

配偶者 配偶者又はパートナー

シップ関係の相手方 

10日 

父母 （現行のとおり） ７日 

子 （現行のとおり） ７日 

祖父母 （現行のとおり） ３日等 

孫 （現行のとおり） ２日 

兄弟姉妹 （現行のとおり） ３日 

おじ又はおば （現行のとおり） １日等 

おい又はめい （現行のとおり） １日 

父母の配偶者又は

配偶者の父母 

父母の配偶者若しくは

パートナーシップ関係

の相手方又は配偶者若

しくはパートナーシッ

プ関係の相手方の父母 

３日（職員と

生計を一に

していた場

合は７日） 

子の配偶者又は配

偶者の子 

子の配偶者若しくはパ

ートナーシップ関係の

相手方又は配偶者若し

くはパートナーシップ

関係の相手方の子 

３日（職員と

生計を一に

していた場

合は７日） 

祖父母の配偶者又

は配偶者の祖父母 

祖父母の配偶者若しく

はパートナーシップ関

係の相手方又は配偶者

若しくはパートナーシ

ップ関係の相手方の祖

父母 

１日（職員と

生計を一に

していた場

合は３日） 

兄弟姉妹の配偶者

又は配偶者の兄弟

姉妹 

兄弟姉妹の配偶者若し

くはパートナーシップ

関係の相手方又は配偶

者若しくはパートナー

シップ関係の相手方の

兄弟姉妹 

１日（職員と

生計を一に

していた場

合は３日） 

おじ又はおばの配

偶者 

おじ又はおばの配偶者

又はパートナーシップ

関係の相手方 

１日 
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規 定 整 備 

別記第５号様式 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

介護休暇又は介護時間に係る申請事由変更届の規定整備 

「被介護者との親族関係に変更があった」 

→「被介護者との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又

は二親等内の親族でなくなった」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年11月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

この規則の施行の際、改正前の別記第２号様式の２、第２号様式の３及

び第５号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

「Ⅱ」の「２」と同様の改正を行う。 
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４ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

介 護 休 暇 

第26条第１項 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

要介護者に係る規定の整備 

「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷

又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは条例第10条の２第１項に規定するパートナーシップ関係の

相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

５ 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一

部を改正する規則 

６ 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則 

７ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

８ 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一

部改正 

９ 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

「Ⅱ」の「４」と同様の改正を行う。 
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10 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

年次有給休暇の付
与 

第20条第２項 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項(新設) 

 

【年次有給休暇の付与に関する規定の整備】  

○ 東京都のいずれかの職にあった者が引き続き日勤講師として新たに任

用される場合の年休の付与に関する規定を整備 

（年度中途に年休が付与される職から引き続き日勤講師に任用される場

合を想定し規定を見直し） 

（現行） 

東京都のいずれかの職（日勤講師を除く。）から引き続き日勤講師に

任用される場合の年休の日数＝(ｱ)＋(ｲ)-（ｳ） 

（ｱ） 新たに付与される日数（別表第２） 

（ｲ） 任用日前１年の期間内に付与されていた日数 

（ｳ） 前付与日から任用日の前日までに使用した日数 

（改正案） 

東京都のいずれかの職（会計年度任用の職及び臨時的任用の職を除

く。）にあったものが引き続き日勤講師に任用される場合の年休の日数 

＝(ｱ)+(ｲ)+(ｳ)－(ｴ) 

(ｱ) 新たに付与される日数（別表第２） 
(ｲ) 任用日前１年の期間内に付与された日数×当該年休付与日（前

付与日）から任用日までの月数÷12  
(ｳ) 前付与日前の１年の期間内に付与された日数のうち使用しなか

った日数 
(ｴ) 前付与日から任用日の前日までに使用した日数 

○ 東京都の会計年度任用の職（日勤講師を除く。）又は臨時的任用の職

にあった者が引き続き日勤講師として新たに任用される場合の年休の付

与に関する規定を整備 

会計年度任用の職（日勤講師を除く。）又は臨時的任用の職から引き

続き日勤講師に任用される場合の年休の日数＝(ｱ)＋(ｲ)  

(ｱ) 新たに付与される日数（別表第２） 
(ｲ) 任用日の前日に使用することができる日数のうち同日の年度に

付与された日数 

介 護 休 暇 

第22条第１項 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

要介護者に係る規定の整備 

「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷

又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは条例第11条の２第１項に規定するパートナーシップ関係の

相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

（例）年休が１月１日に付与されていた常勤職員(在職期間６年以上)
が３月に退職後、４月から日勤講師(任期12月)になった場合（１月
時点の年休が40日（付与20日、繰越20日）、１～３月に15日使用） 
(ｱ)20 日＋(ｲ)５日（＝20 日×３月÷12）＋(ｳ)20 日－(ｴ)15 日

＝30日 
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施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

11 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

育児又は介護を行
う会計年度任用職
員の深夜勤務の制
限 

第７条 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】  

要介護者に係る規定の整備 

「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは条例第10条の２第１項に規定するパートナーシップ関係の

相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

規 定 整 備 

第18条の２ 

第18条の３ 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

出産支援休暇及び育児参加休暇について、準用する警視庁警察職員の休

日、休暇等に関する規程の改正に伴い、読み替え規定を整備 

「男性職員」とあるのは「男性の会計年度任用職員」と読み替える 

→「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替える 

介 護 休 暇 

第24条 

 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う規定整備】 

要介護者に係る規定の整備 

「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは条例第10条の２第１項に規定するパートナーシップ関係の

相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又

は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの」 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 
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12 職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部を改正する規則 

勤務時間条例施行規則の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

規 定 の 内 容 

本文 

 

【勤務時間条例施行規則の改正に伴う規定整備】 

〇 結婚の日が令和元年７月１日から令和３年１月６日までの間にある職

員の慶弔休暇の取得可能期間の特例に係る規定整備 

勤務時間規則第24条第３項中「結婚の日の１週間前の日から当該結婚

の日後６月を経過する日」とあるのは「令和３年１月１日から令和５年

12月31日」とする 

  → 勤務時間規則第24条第３項中「結婚の日又はパートナーシップ関係

となる場合に該当することとなった日の１週間前の日から当該結婚の

日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後

６月を経過する日」とあるのは「令和３年１月１日から令和５年12月

31日」とする 

〇 結婚の日が令和３年１月７日から令和５年１月６日までの間にある職

員等の慶弔休暇の取得可能期間の特例に係る規定整備 

結婚の日が令和３年１月７日から令和５年１月６日までの間にある職

員については、同項中「当該結婚の日後６月を経過する日」とあるのは

「令和５年12月31日」とする 

→ 結婚の日が令和３年１月７日から令和５年１月６日までの間にある職

員又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令

和４年11月１日から令和５年１月６日までの間にある職員については、

同項中「当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当する

こととなった日後６月を経過する日」とあるのは「令和５年12月31日」

とする 

※会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則で準用する場合を含

む。 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

13 学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「12」と同様の改正を行う。 
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14 東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一

部を改正する規則 

勤務時間条例施行規則の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

規 定 の 内 容 

本文 

 

【勤務時間条例施行規則の改正に伴う規定整備】 

パートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令和４年11

月１日から令和５年１月６日までの間にある会計年度任用職員について、職

員の慶弔休暇の特例に関する規則の規定を準用する旨の規定を追加 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

15 東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の一

部改正 

「Ⅱ」の「14」と同様の改正を行う。 

16 警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程＜新設＞ 

「Ⅱ」の「14」と同様の規程を新設する。 

17 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

給与条例の改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

給 与 簿 

別記様式第１号の２ 

【地方公務員法の改正に伴う規定整備】 

「(注)地方公務員法第28条の５に基づく再任用短時間勤務職員」 

→「(注)地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）による

改正前の地方公務員法第28条の５に基づく再任用短時間勤務職員」 

届 出 の 様 式 等 

別記様式第２号 (表) 

 

(裏) 

【給与条例の改正等に伴う規定整備】 

以下について規定整備 

・「配偶者」→（削除） 

・「職員及び職員とその家族」→「職員及びその世帯の構成員」 

・「家族」→「世帯の構成員等」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年11月１日 

ただし、別記様式第１号の２の改正規定は令和５年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

附則第３項 

○ 令和４年11月１日以後、改正前の別記様式第２号による用紙で、現に残

存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

○ 令和５年４月１日以後、改正前の別記様式第１号の２による用紙で、現

に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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18 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

学校職員給与条例の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

給 与 簿 

別記様式第１号の２ 

 

【給与条例の改正等に伴う規定整備】 

・「配偶者」→「配偶者等」（扶養手当に関連する箇所のみ） 

・注釈「平成27年９月分までは、「厚生年金保険料」とあるのは、「長期

（厚生）」に読み替えて本様式を使用するものとする。」 

→「「配偶者等」とは、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）又は学校職員の給与に関する条例（昭和31年東

京都条例第68号）第12条第２項第１号に規定するパートナーシップ関係

の相手方をいう。」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和４年11月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

令和４年11月１日以後、改正前の別記様式第１号の２による用紙で、現に

残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる 

19 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

給与条例の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  内           容 

規 定 整 備 

第２条各号 
第４条 

第１項各号 

第２項第３号 

第５条 

第１号～第６号 

第６条 

第７条第１項 

第12条第２項 

別表第２ 

【給与条例の改正に伴う規定整備】 

単身赴任手当の支給要件の前提となる同居していた者に、「パートナーシ

ップ関係の相手方」を追加 

・「配偶者」 

→「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」 

・「配偶者のない職員」 

→「配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員」 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

20 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「19」と同様の改正を行う。 
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21 住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

東京都パートナーシップ宣誓制度の導入等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

支 給 範 囲 

第２条第２項第１号 

 

 

第２号 

【東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う改正】 

住居手当の支給対象外となる「公舎等」について、職員住宅管理規則の改

正を踏まえ規定整備 

「都が職員及びその家族を居住させるために設置した施設」 

→「都が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設」 

【文言整備】 

・「地方公共団体」→「他の地方公共団体」 

・「雇用主が被雇用者及びその家族を居住させるために設置した施設」 

→「雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員等を居住させるために設置し 

 た施設」 

施 行 期 日 

附則 

令和４年11月１日 

22 学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「17」（別記様式第１号の２の改正を除く。）及び「Ⅱ」の「21」と同様の改正を行う。 

23 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都立学校設置条例の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

放射線業務従事手
当 

別表第１ 

手当番号６ 

【工業高等学校の名称変更に伴う改正】 

「都立の工業高等学校」 

→「工業に関する学科を設置する都立の高等学校」  

有害薬品取扱手当 

別記第１ 

手当番号10 

【工業高等学校の名称変更に伴う改正】 

「都立の工業高等学校の工業化学科、総合技術科（教育長が別に定める都

立の工業高等学校の総合技術科に限る。）、」 

→「工業に関する学科を設置する都立の高等学校の」 

【支給範囲の規定整備】 

削除：工業化学科、応用化学科、カラーリングアーツ科 

追加：オートモビル工学科、キャリア技術科、理工環境科、環境科学科、

科学技術科その他教育長が別に定める学科 

施 行 期 日 

附則 

令和５年４月１日 
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４ 総 人 職 第 7 2 7 号  

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年東京都条例第 10号）第２条の３に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年東京都規則第 35号） 

   

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 総 人 職 第 7 2 5 号  

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、改正後の職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 10 条の２、第 10 条の２の２、第 10 条の

３、第 16条、第 17条、第 17条の２並びに第 20条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第 55号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 教 人 勤 第 2 3 6 号 

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

   東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、改正後の学校職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 45 号）第 11 条の２、第 11 条の２の２、第 11

条の３、第 17条、第 18条、第 18条の２並びに第 21条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都教育委員会規則

第５号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する

条例（令和４年東京都条例第 85号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 総 人 職 第 7 2 6 号  

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 27年東京都規則第４号） 

 

２ 改正の理由 

  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 教 総 総 第 1 3 5 9 号 

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                             東京都教育委員会 

                             （ 公 印 省 略 ） 

 

 

   東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の 

一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都教

育委員会規則第８号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正

する条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるた

め。 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４教人職第１３７７号  

令和４年１０月５日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                                東京都教育委員会 

                                  （公印省略） 

 

 

東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の 

一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、学校職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 45号）第 20条の２の規定に基づき、承認方申請します。 

 

                 記 

 

１ 改正する規則 

東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 27年東京都教育委

員会規則第９号） 

 

２ 改正の理由 

  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する

条例（令和４年東京都条例第 85号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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       ４教人勤第２２３号 

 令和４年１０月５日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則等の一部改正について（申請）  

 

このことについて、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実

現を目指す条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条例第 85号）の施行等を

踏まえ、別紙のとおり規定を整備する必要があるので、都立学校等に勤務する講

師の報酬等に関する条例（昭和 49年東京都条例第 30号）第５条等の規定に基づき

承認方申請します。  
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　別紙

改正する規則 番号 根拠規定 備考

都立学校等に勤務する時間講師に関
する規則

教委規則
第  号

都立学校等に勤務する講師の報酬等に
関する条例第５条

承認申請

都立学校等に勤務する日勤講師に関
する規則

教委規則
第  号

都立学校等に勤務する講師の報酬等に
関する条例第１０条において準用する第
５条

承認申請
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４ 議 総 第 ５ ７ ０ 号  

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ５ 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都議会議長 

                            三 宅  し げ き 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規程 

  東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成 27年東京都議会

議長訓令第５号） 

 

２ 改正の理由 

  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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 ４人人第１０６５ 号  

令和４年１０月５ 日 

 東京都人事委員会  殿 

 

 

                       東京消防庁 

消防総監 清水 洋文 

    （ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に 

ついて（申請） 

 

このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する規程 

  東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成 27 年３月東京消 

防庁訓令第 16号） 

 

２ 改正の理由 

  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改 

正する条例（令和４年度東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要が 

あるため 

 

３ 改正案文 

  別添えのとおり 
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監 ． 総 ． 企 .管 第 ４ ８ ８ ７ 号                    

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ５ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

                                         警 視 総 監  大  石  吉  彦 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、改正後の職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成 27 年 3 月 30 日訓令甲

第 17号） 

 

２ 改正の理由 

  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 総 人 職 第 7 2 8 号 

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 15 号）第 16 条第２項の規定に基づき、承認を

申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

職員の慶弔休暇の特例に関する規則（令和２年東京都規則第 201 号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を 

改正する条例（令和四年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要 

があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 教 人 勤 第 2 3 7 号 

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

   東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、学校職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 45 号）第 17 条第２項の規定に基づき、承認を申請しま

す。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則（令和２年東京都教育委員会規則第 44号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する

条例（令和４年東京都条例第 85号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４教総総第１３７１号 

令 和 ４ 年 1 0 月 ５ 日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                             東京都教育委員会 

                             （ 公 印 省 略 ） 

 

 

   東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則の一部改正 

について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条第２項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則（令和２年東京都教育委

員会規則第 45 号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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４ 議 総 第 ５ ９ ９ 号 

令和４年１０月５日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都議会議長 

                            三 宅  し げ き 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規程 

東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程（令和２年東京都議会議

長訓令第１３号） 

 

２ 改正の理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する 

条例（令和４年東京都条例第 85 号）の施行を踏まえ、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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監 ． 総 ． 企 .管 第 ４ ８ ８ ８ 号                    

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ５ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

                                         警 視 総 監  大  石  吉  彦 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の制定（申請） 

 

 

 このことについて、別紙のとおり警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の制

定をしたいので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第

19条の規定に基づき、承認を申請します。 
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４総人制第 1044 号  

令和４年 10 月５日  

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

東京都規則の一部改正について（協議・申請） 

 

 

標記の件について、下記のとおり規則を改正する必要があるので、改正後の職員の給与に関する

条例（昭和 26年東京都条例第 75号）第 23条の規定に基づき協議をするとともに、同条例第 11条

の３第３項及び第 12条の２第４項の規定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

 職員の給与に関する条例施行規則（昭和 37年東京都規則第 172号） 

   住居手当に関する規則（昭和 46年東京都規則第 33号） 

   職員の単身赴任手当に関する規則（平成２年東京都規則第 29号） 

 

２ 改正理由 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条

例（令和４年東京都条例第 85号）の施行等を踏まえた職員の給与に関する条例の改正等に伴い、

所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別紙のとおり 
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       ４ 教 人 勤 第 2 2 7号 

 令和４年１０月５日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則等の改正について（申請・協議） 

 

このことについて、学校職員の特殊勤務手当に関する条例（平成９年東京都条

例第 21号）の一部改正等に伴い、別紙のとおり規定を整備する必要があるので、

学校職員の特殊勤務手当に関する条例 第 21条並びに学校職員の給与に関 する条

例（昭和 31年東京都条例第 68号）第 13条の３第３項及び第 14条の２第４項に基づ

き承認方申請し、同条例第 25条の規定に基づき協議します。  
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　別紙

名称 番号 根拠規定 備考

学校職員の特殊勤務手当に関する条
例施行規則の一部を改正する規則

教委規則
第 　号

学校職員の特殊勤務手当に関する条例
第21条

承認申請

学校職員の給与に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

教委規則
第  号

学校職員の給与に関する条例第25条 協議

学校職員の住居手当に関する規則の一
部を改正する規則

教委規則
第  号

学校職員の給与に関する条例第13条の
３第３項

承認申請

学校職員の単身赴任手当に関する規
則の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第14条の
２第４項

承認申請
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18 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（39頁） 

19 職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（44頁） 

20 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（46頁） 

21 住居手当に関する規則の一部を改正する規則（49頁） 

22 学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則（50頁） 

23 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（52頁） 

 

2



 
 

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

四

年

東

京

都

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

の

三

第

二

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

3



職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

 

則
 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

の

二

第

一

項

及

び

第

五

項

第

四

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

九

項

中

「

親

族

関

係

が

消

滅

し

た

」

を

「

関

係

が

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

二

親

等

内

の

親

族

で

な

く

な

っ

た

」

に

改

め

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

第

八

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

及

び

第

七

条

の

三

第

九

項

中

「

親

族

関

係

が

消

滅

し

た

」

を

「

関

係

が

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

二

親

等

内

の

親

族

で

な

く

な

っ

た

」

に

改

め

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

第

八

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

一

条

第

三

項

中

「

の

母

親

」

を

「

を

育

て

る

当

該

職

員

の

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

「

当

該

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

中

4



「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 
第

二

十

二

条

第

一

項

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。
 

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

本

文

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

そ

の

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

、

「

、

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

四

項

本

文

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

二

十

二

条

の

三

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

二

十

四

条

第

一

項

中

「

す

る

場

合

」

の

下

に

「

又

は

東

京

都

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

憲

章

に

う

た

わ

れ

る

人

権

尊

重

の

理

念

の

実

現

を

目

指

す

条

例

（

平

成

三

十

年

東

京

都

条

例

第

九

十

三

号

）

第

七

条

の

二

第

二

項

の

証

明

若

し

く

は

同

条

第

一

項

の

東

京

都

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

宣

誓

制

度

と

同

等

の

制

度

で

あ

る

5



と

知

事

が

認

め

た

地

方

公

共

団

体

の

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

に

関

す

る

制

度

に

よ

る

証

明

を

受

け

た

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

に

あ

る

者

と

、

同

居

し

、

か

つ

、

生

計

を

一

に

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

「

親

族

」

を

「

関

係

者

（

別

表

第

三

に

掲

げ

る

者

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

第

一

号

中

「

場

合

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

親

族

（

別

表

第

三

に

掲

げ

る

親

族

に

限

る

。

）

」

を

「

関

係

者

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

を

い

う

。

）

」

及

び

「

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

加

え

る

。

 

別

表

第

三

中

 

「

 

親

族

 
 

」

 

を

 

配

偶

者

 

 

「

 

関

係

者

 
 

 

」

 

に

、

 

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方
 

6



 

「

 
父

母

の

配

偶

者

又

は

配

偶

者

の

父

母

 
     

」

 

 

を

 

子

の

配

偶

者

又

は

配

偶

者

の

子

 

祖

父

母

の

配

偶

者

又

は

配

偶

者

の

祖

父

母

 

兄

弟

姉

妹

の

配

偶

者

又

は

配

偶

者

の

兄

弟

姉

妹

 

お

じ

又

は

お

ば

の

配

偶

者
 

 

「

 

父

母

の

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

父

母

 

     

に

改

め

る

。

 

子

の

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

子

 

祖

父

母

の

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

7



又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

祖

父

母
 

        

」

 

兄

弟

姉

妹

の

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

兄

弟

姉

妹

 

お

じ

又

は

お

ば

の

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

 

 

別

記

第

二

号

様

式

の

二

中

「

配
偶
者

」

の

次

に

「

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

」

を

加

え

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

三

中

「

配
偶
者

」

の

次

に

「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

」

を

加

え

、

「

親
族
関
係
が
消
滅
し
た

」

を

「

関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た

」

に

改

め

、

「

消
滅
の

」

を

削

る

。
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別

記

第

五

号

様

式

中

「

親
族
関
係
に
変
更
が
あ
っ
た

」

を

「

関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

第

二

号

様

式

の

二

、

第

二

号

様

式

の

三

及

び

第

五

号

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

 
る

規

則

 

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

の

二

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

同

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

第

四

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

九

項

中

「

親

族

関

係

が

消

滅

し

た

」

を

「

関

係

が

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

二

親

等

内

の

親

族

で

な

く

な

っ

た

」

に

改

め

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

第

八

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

及

び

第

七

条

の

三

第

九

項

中

「

親

族

関

係

が

消

滅

し

た

」

を

「

関

係

が

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

二

親

等

内

の

親

族

で

な

く

な

っ

た

」

に

改

め

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

第

八

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

二

条

第

三

項

中

「

の

母

親

」

を

「

を

育

て

る

当

該

職

員

の

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ
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関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

「

当

該

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

二

十

三

条

第

一

項

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

二

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

本

文

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

男

性

」

を

削

り

、

「

そ

の

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

、

「

、

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

四

項

本

文

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

二

十

三

条

の

三

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。
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第

二

十

五

条

第

一

項

中

「

す

る

場

合

」

の

下

に

「

又

は

東

京

都

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

憲

章

に

う

た

わ

れ

る

人

権

尊

重

の

理

念

の

実

現

を

目

指

す

条

例

（

平

成

三

十

年

東

京

都

条

例

第

九

十

三

号

）

第

七

条

の

二

第

二

項

の

証

明

若

し

く

は

同

条

第

一

項

の

東

京

都

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

宣

誓

制

度

と

同

等

の

制

度

で

あ

る

と

知

事

が

認

め

た

地

方

公

共

団

体

の

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

に

関

す

る

制

度

に

よ

る

証

明

を

受

け

た

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

に

あ

る

者

と

、

同

居

し

、

か

つ

、

生

計

を

一

に

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

「

親

族

」

を

「

関

係

者

（

別

表

第

四

に

掲

げ

る

者

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

第

一

号

中

「

場

合

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

親

族

（

別

表

第

四

に

掲

げ

る

親

族

に

限

る

。

）

」

を

「

関

係

者

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

を

い

う

。

）

」

及

び

「

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

加

え

る

。

 

別

表

第

四

中

 

「

 
 

 

 

親

 
 

 
 

 
 

 

族

 
 

を
 

 

配

偶

者

 
 

13



 
 

 
 

 
 

 
 

」
 

「

 
 

 

 

関

 
 

 

係

 
 

 

者

 
 

に
 

 
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 

改

め

、

「

父

母

の

配

偶

者

」

、

「

又

は

配

偶

者

」

、

「

子

の

配

偶

者

」

及

び

「

兄

弟

姉

妹

の

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

、

「

お

ば

の

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

二

中

「

配
偶
者

」

の

次

に

「

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

」

を

加

え

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

三

中

「

配
偶
者

」

の

次

に

「

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

」

を

加

え

、

「

親
族
関
係
が
消
滅
し
た

」

を

「

関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た

」

に

改

め

、

「
消
滅
の

」

を

削

る

。

 

別

記

第

五

号

様

式

中

「

親
族
関
係
に
変
更
が
あ
っ
た

」

を

「

関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

14



シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附
 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

第

二

号

様

式

の

二

、

第

二

号

様

式

の

三

及

び

第

五

号

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

条

例

第

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年
 

 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

一

号

 

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

 
部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

条

例

第

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

 
を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

条

例

第

十

一

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

八

条

の

三

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

勤

務

時

間

条

例

第

十

一

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

 

号

 

東

京

都

議

会

議

会

局

 

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

程

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

十

月

十

七

日

 

東

京

都

議

会

議

長

 

三

 

宅

 

し

げ

き

 

第

二

十

五

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

条

例

第

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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別添え 

東京消防庁訓令第●号 

庁 中 一 般 

消 防 署 

東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月２３日東京消防庁訓令第１６号）の一部を次のように改正する。 

 令和４年１０月●●日 

東京消防庁 

消防総監 清水 洋文 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 
（介護休暇） 

第２５条 所属長は、職員がその配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係 

と同様の事情にある者を含む。）若しくは条例第１０条の２第１項に規 

定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等以内の親族又は 

同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むこ 

とに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当である 

と認められる場合における休暇として、介護休暇（前条に規定する者を 

除く。以下この条及び次条において同じ。）を承認するものとする。 

 ［２ 略］ 

 

 

（介護休暇） 

第２５条 所属長は、職員がその配偶者若しくは二親等以内の親族又は 

同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むこ 

とに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当である 

と認められる場合における休暇として、介護休暇（前条に規定する者を 

除く。以下この条及び次条において同じ。）を承認するものとする。 

 

 

［２ 同左］ 

 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 
   附 則 

  この訓令は、令和４年１１月１日から施行する。 
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

条

第

二

項

中

「

（

日

勤

講

師

」

を

「

（

会

計

年

度

任

用

の

職

及

び

臨

時

的

任

用

の

職

」

に

改

め

、

「

こ

の

項

」

の

下

に

「

及

び

次

項

」

を

加

え

、

「

か

ら

当

該

年

次

有

給

休

暇

の

付

与

日

か

ら

任

用

日

の

前

日

ま

で

に

使

用

し

た

日

数

を

差

し

引

い

た

日

数

を

、

前

項

に

規

定

す

る

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

に

加

え

た

も

の

」

を

「

に

当

該

年

次

有

給

休

暇

の

付

与

日

（

以

下

「

前

付

与

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

任

用

日

の

前

日

ま

で

の

月

数

を

十

二

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

た

日

数

（

一

日

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

日

単

位

に

切

り

上

げ

た

日

数

）

に

、

前

付

与

日

前

一

年

の

期

間

内

に

付

与

さ

れ

て

い

た

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

の

う

ち

使

用

し

な

か

っ

た

日

数

並

び

に

前

項

に

規

定

す

る

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

を

加

え

た

日

数

（

前

付

与

日

前

一

年

の

期

間

内

に

付

与

さ

れ

て

い

た

年

次

有

給

休

暇

の

付

与

日

が

任

用

日

前

二

年

以

前

の

日

で

あ

る

場

合

は

、

前

付

与

日

前

一

年

の

期

間

内

に

付

与

さ

れ

て

い

た

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

の

う

ち

使

用

し

な

か

っ

た

日

数

を

差

し

引

い

た

も

の

）

か

ら

、

前

付

与

日

か

ら

任

用

日

の

前

日

ま

で

に

使

用

し

た

日

数

を

差

し

引

い

た

日

数

」

に

改

め

、

同

条

中

第

八

項

を

第

九

項

と

し

、

第

三

項

か

ら

第

七

項

ま

で

を

一

項

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
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３

 
第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

東

京

都

の

会

計

年

度

任

用

の

職

（

日

勤

講

師

を

除

く

。

）

又

は

臨

時

的

任

用

の

職

に

あ

っ

た

者

が

引

き

続

き

日

勤

講

師

と

し

て

新

た

に

任

用

さ

れ

る

場

合

の

そ

の

年

度

の

年

次

有

給

休

暇

は

、

任

用

日

の

前

日

に

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

日

数

の

う

ち

同

日

の

属

す

る

年

度

に

付

与

さ

れ

た

も

の

に

、

第

一

項

に

規

定

す

る

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

を

加

え

た

も

の

と

す

る

。

 

 

第

二

十

二

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な

い

が

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

も

の

を

含

む

。

）

若

し

く

は

勤

務

時

間

条

例

第

十

一

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

十

条

の

改

正

規

定

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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                            存   続   期   間 

 

訓令甲第  号 

 警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年１０月  日 

 

                            警視総監 小 島 裕 史 

    

   警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程等の一部を改正する規程 

  （警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程の一部改正） 

第１条 警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程（平成７年３月３１日訓令甲第１７号）の    

一部を次のように改正する。 

第２条中「平成７年東京都条例第１５号」の次に「。以下「条例」という。」を加える。 

第１６条第１項中「以下同じ。）」の次に「又は条例第１０条の２第１項に規定するパート   

ナーシップ関係の相手方（以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加え、

同条第２項中「男性職員」を「職員」に改め、「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係

の相手方」を加える。 

  第１６条の２第１項中「男性職員の配偶者」を「職員の配偶者又はパートナーシップ関係の 

相手方」に、「男性職員に」を「職員に」に改め、「その配偶者」の次に「若しくはパートナ     

ーシップ関係の相手方」を加え、「配偶者の出産予定日」を「配偶者又はパートナーシップ関 

係の相手方の出産予定日」に改め、同条第３項中「男性職員」を「職員」に改め、「、配偶者」  

の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、「その配偶者」の次に「若しくはパートナ  

ーシップ関係の相手方」を加える。 

  第１８条第１項中「結婚する場合」の次に「又は規則第２４条第１項に規定するパートナー    

シップ関係となる場合」を加え、「親族」を「関係者」に改める。 

  第２０条の４第１項中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加え 

る。 

  （警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正） 

第２条 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令 

 甲第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「平成７年東京都条例第１５号」の次に「。以下「条例」という。」を加える。 
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  第７条中「含む。）」の次に「若しくは条例第１０条の２第１項に規定するパートナーシッ  

プ関係の相手方」を加える。  

  第１８条の２及び第１８条の３中「男性職員」を「職員」に、「男性の会計年度任用職員」  

を「会計年度任用職員」に改める。  

  第２４条第１項中「含む。）」の次に「若しくは条例第１０条の２第１項に規定するパート 

ナーシップ関係の相手方」を加える。 

  （警視庁警察職員勤務規程の一部改正） 

第３条 警視庁警察職員勤務規程（平成１２年３月２４日訓令甲第１６号）の一部を次のように  

改正する。 

  第１５条第３項各号列記以外の部分中「含む。）」の次に「又は条例第１０条の２第１項に 

規定するパートナーシップ関係の相手方」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、令和４年１１月１日から施行する。 
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職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

規

則

第

二

百

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

「

を

い

う

。

）

」

及

び

「

か

ら

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

、

「

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

の

下

に

「

又

は

同

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

が

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

を

、

「

「

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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学

校

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

四

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

「

を

い

う

。

）

」

及

び

「

か

ら

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

、

「

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

の

下

に

「

又

は

同

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

が

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

を

、

「

「

当

該

結

婚

の

日

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年 

 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
都
教
育
委
員
会 
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東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
四
号 

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部 

を
改
正
す
る
規
則 

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
日
が
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
」
を
加
え
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

 

号

 

東

京

都

議

会

議

会

局

 

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

程

（

令

和

二

年

東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

四

年

十

月

十

七

日

 

東

京

都

議

会

議

長

 

三

 

宅

 

し

げ

き

 

「

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

の

下

に

「

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

と

な

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

日

が

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

令

和

五

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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１ 年 保 存  

令和６年３月３１日まで 

  

訓令乙第●号 

  警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程を次のように定める。 

  令和４年１０月●日 

 

                           警視総監  小 島 裕 史 

 

警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程 

 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令甲第 

１７号。以下「会計年度任用職員規程」という。）第２１条において準用する職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５号。以下「規則」という。）第

２４条第３項に規定する結婚の日が令和元年７月１日から令和５年１月６日までの間にある会

計年度任用職員（この訓令の施行の日前に当該結婚の日に係る会計年度任用職員規程第２１条に

おいて準用する規則第２４条第２項第１号の休暇を取得した職員を除く。）又は同条第３項に規

定するパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令和４年１１月１日から

令和５年１月６日までにある会計年度任用職員については、職員の慶弔休暇の特例に関する規則

の一部を改正する規則（令和４年東京都規則第●●●号）による改正後の職員の慶弔休暇の特例

に関する規則（令和２年東京都規則第２０１号）の規定を準用する。この場合において、職員の

慶弔休暇の特例に関する規則中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものと

する。 

 附 則 

この訓令は、令和４年１１月１日から施行する。 
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職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

規

則

第

百

七

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

記

様

式

第

一

号

の

二

中

「

」

の

下

に

「

」

を

加

え

る

。

 

 

別

記

様

式

第

二

号

（ 表 ）
中

「

配

偶

者

」

を

削

り

、

同

様

式

（ 裏 ）
中

 

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

記

様

式

第

一

号

の

二

の

改

正

規

定

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

（

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

を

除

く

。

）

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

様

式

第

二

号

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

附

則

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

の

施

行

の

際

、

同

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

様

式

第

一

号

の

二

に

よ

る

用

紙

改
正

す
る

法
律

（
令

和
３

年
法

律
第

6
3
号

）
に

よ
る

改
正

前
の

 

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

 
令

和
４

年
９

月
分

ま
で

は
、
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で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
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別

記

様

式

第

一

号

の

二

中

 
 

 

を

 
 

 

に

、

 

  

年 月 年 月
元
号

年 月 日

配偶者 1

2

3

4

5

6

7

8

9

氏　　　　　名

扶
養
親
族

個
人
番
号

始　　期 終　　期

修
正
区
分

扶
養
手
当
対
象

児
童
手
当
対
象

性
　
別

続
　
柄

生　年　月　日

年
　
齢

所
属
税
区
分

同
居
区
分

年 月 年 月
元
号

年 月 日

配偶者等 1

2

3

4

5

6

7

8

9

扶
養
手
当
対
象

児
童
手
当
対
象

扶
養
親
族

性
　
別

続
　
柄

生　年　月　日

年
　
齢

所
得
税
区
分

同
居
区
分

個
人
番
号

始　　期 終　　期

修
正
区
分

氏　　　　　名

「

 

」

 

 

「

 

」
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を

 
 

に

、

 

 

子
供

そ
の
他

扶養手当算出

配
偶
者

欠
配
第
一
子

左記
以外

子
供

そ
の
他

扶養手当算出

配
偶
者
等

欠
配
第
一
子

左記
以外

」

 

「

 
「

 

」
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「

平
成

2
7

年
９

月
分

ま
で

は
、

「
厚

生
年

金
保

険
料

」
と

あ
る

の
は

、
「

長
期

（
厚

生
）

」
に

読
み

替
え

て
本

様
式

を
使

用
す

る
も

の
と

す
る

。

」

を

「

「
配

偶
者

等
」

と
は

、
配

偶
者

（
届

出
を

し
な

い

が
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。

）
又

は
学

校
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
1

年
東

京
都

条
例

第
6
8

号
）

第
1
2

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

関

係
の

相
手

方
を

い
う

。

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

様

式

第

一

号

の

二

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

東

京

都

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

一

号

中

「

配

偶

者

が

」

を

「

配

偶

者

又

は

条

例

第

十

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

が

」

に

、

「

若

し

く

は

配

偶

者

」

を

「

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

四

号

中

「

配

偶

者

が

職

員

又

は

配

偶

者

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

が

職

員

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 

第

四

条

第

一

項

第

一

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

第

三

号

及

び

同

条

第

二

項

第

三

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 

第

五

条

第

一

号

及

び

第

二

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

三

号

中

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い
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ず

れ

も

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

い

た

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

、

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

中

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

、

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

、

同

条

第

六

号

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 

第

七

条

第

一

項

及

び

第

十

二

条

第

二

項

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

号

中

「

配

偶

者

が

」

を

「

配

偶

者

又

は

条

例

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

が

」

に

、

「

若

し

く

は

配

偶

者

」

を

「

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

四

号

中

「

配

偶

者

が

職

員

又

は

配

偶

者

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

が

職

員

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

四

条

第

一

項

第

一

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

項

第

三

号

及

び

同

条

第

二

項

第

三

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

五

条

第

一

号

及

び

第

二

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」
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を

加

え

、

同

条

第

三

号

中

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

い

た

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

、

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

、

「

う

ち

」

を

「

の

う

ち

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

中

「

配

偶

者

の

」

を

「

配

偶

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

、

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

、

同

条

第

六

号

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

第

七

条

第

一

項

及

び

第

十

二

条

第

二

項

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

等

」

に

改

め

る

。

 

別

表

第

二

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

東

京

都

規

則

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

家

族

」

を

「

世

帯

の

構

成

員

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

地

方

公

共

団

体

」

を

「

他

の

地

方

公

共

団

体

」

に

、
「

家

族

」

を

「

世

帯

の

構

成

員

等

」

に

改

め

る

。

 
附

 
則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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学

校

職

員

の

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

 
 

令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

家

族

」

を

「

世

帯

の

構

成

員

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

地

方

公

共

団

体

」

を

「

他

の

地

方

公

共

団

体

」

に

、

「

家

族

」

を

「

世

帯

の

構

成

員

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

中

「

職
員
と
そ
の
家
族

」

を

「

そ
の
世
帯
の
構
成
員

」

に

、

「

）
及
び

」

を

「

）
並
び

に

」

に

、

「

及
び
そ
の
家
族

」

を

「

及
び
そ
の
世
帯
の
構
成
員
等

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

十

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

学

校

職

員

の

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

別

記

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

四

年

 
 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

６

の

項

中

「

都

立

の

工

業

高

等

学

校

」

を

「

工

業

に

関

す

る

学

科

を

設

置

す

る

都

立

の

高

等

学

校

」

に

改

め

、

同

表

1 0
の

部

⑴

の

項

中

「

都

立

の

工

業

高

等

学

校

の

工

業

化

学

科

、

総

合

技

術

科

（

教

育

長

が

別

に

定

め

る

都

立

の

工

業

高

等

学

校

の

総

合

技

術

科

に

限

る

。

）

、

」

を

「

工

業

に

関

す

る

学

科

を

設

置

す

る

都

立

の

高

等

学

校

の

」

に

改

め

、

「

応

用

化

学

科

、

カ

ラ

ー

リ

ン

グ

ア

ー

ツ

科

又

は

」

を

削

り

、

「

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

ア

ー

ツ

科

」

の

下

に

「

、

オ

ー

ト

モ

ビ

ル

工

学

科

、

キ

ャ

リ

ア

技

術

科

、

理

工

環

境

科

、

総

合

技

術

科

、

環

境

化

学

科

、

科

学

技

術

科

そ

の

他

教

育

長

が

別

に

定

め

る

学

科

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
） 

第
十
四
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二

十
九
号
）
第
五
条
第
四
号
及
び
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
五
条
第
四
号
に
規

定
す
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
の
住
居
へ
の

転
居
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う

ち
、
転
居
前
の
住
居
か
ら
の
通
勤
時
間
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を

要
す
る
こ
と
と
な
り
、
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
新
幹
線
鉄
道

等
で
そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
者 

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
五
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
へ
の
転
居
に

伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
転

居
前
の
住
居
か
ら
の
通
勤
時
間
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を
要
す
る

こ
と
と
な
り
、
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ

の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す

る
者 

三 

（
略
） 

第
十
五
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 

3



 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

 

（
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
の
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

（
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
の
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

第
三
条
の
三 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
の
三 

（
略
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
略
） 

二 

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日

後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
者

が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合 

二 

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
で

あ
っ
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子

を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
場
合 

イ
か
ら
ニ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で 

（
略
） 

 

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

（
略
） 

第
三
条
の
四
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
の
四
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
二 

条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
者
は
、
当

該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
る
当
該

子
の
親
で
あ
っ
て
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
以
下「
深

夜
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る
も

の
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
二 

条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
者
は
、
当

該
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る
当
該
子
の
親
で
あ
っ
て
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の

午
前
五
時
ま
で
の
間
（
以
下
「
深
夜
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て

請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。 

一
か
ら
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５ 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四

深
夜
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
る
当
該
子
の
親
が
い
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合 

四 

深
夜
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る
当

該
子
の
親
が
い
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

６
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

６
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
（
第
五
項
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例

第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護

を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を

介
護
す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中

「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
（
第
五
項
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例

第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護

を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を

介
護
す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中

「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一

5



号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、

養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を

し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を

し
た
職
員
と
の
関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と

同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一

の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中「
前

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
」
と
、
前
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、

養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を

し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を

し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居

し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内

の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る

の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

第
七
条
の
二
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

前
各
項
の
規
定
（
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過

勤
務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条

例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取

消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子

で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の

９ 

前
各
項
の
規
定
（
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過

勤
務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条

例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取

消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子

で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の

6



関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親

等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」

と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ

な
い
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
項
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
項
」
と
、
前
項
中
「
、
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除

く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
八
項
中
「
、
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
三 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９

前
各
項
の
規
定
（
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務

の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項

中
「
条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る

の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消

し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で

な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
関

係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等

内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

９ 

前
各
項
の
規
定
（
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務

の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項

中
「
条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る

の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消

し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で

な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親

族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る

の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）

と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
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係
の
相
手
方
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な

い
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
項
」
と
、
前
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の

は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次

項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
時
間
） 

（
育
児
時
間
） 

第
二
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

３ 

男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
生
児
を
育
て
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
生
児
の
母
親
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
か
ら
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
配
偶

者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
当
該
生
児
に
つ
い
て
育
児

時
間
（
当
該
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間

又
は
他
の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間
に
相
当
す
る
も
の
。

以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
一
日
に
つ
い
て
九
十
分
か
ら
当
該
配

偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
利
用
す
る
育
児
時
間
を

差
し
引
い
た
時
間
を
限
度
と
す
る
。 

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
配
偶

者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
生
児
に
つ
い
て
育
児
時
間
（
当
該
配
偶
者
が
職

員
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育

児
時
間
又
は
他
の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間
に
相
当
す

る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
一
日
に
つ
い
て
九
十
分
か

ら
当
該
配
偶
者
が
利
用
す
る
育
児
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
限
度
と
す

る
。 

５ 

第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
一
の
日
に
お
い
て
職
員
及

び
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
育
児
時
間
を

５ 

第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
一
の
日
に
お
い
て
職
員
及

び
そ
の
配
偶
者
が
育
児
時
間
を
利
用
す
る
と
き
の
そ
の
利
用
方
法
は
、
任
命

8



利
用
す
る
と
き
の
そ
の
利
用
方
法
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

権
者
が
定
め
る
。 

６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

６ 

（
略
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

第
二
十
二
条 

出
産
支
援
休
暇
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
に
当
た
り
、
子
の
養
育
そ
の
他
家
事
等
を
行
う

た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

出
産
支
援
休
暇
は
、
男
性
職
員
が
そ
の
配
偶
者
の
出
産
に
当
た

り
、
子
の
養
育
そ
の
他
家
事
等
を
行
う
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

３

出
産
支
援
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

出
産
支
援
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
の
母
子
手
帳
等
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
育
児
参
加
休
暇
） 

（
育
児
参
加
休
暇
） 

第
二
十
二
条
の
二 

育
児
参
加
休
暇
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
産
前
産
後
の
期
間
に
、
育
児
に
参
加
す
る
た
め

の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二 

育
児
参
加
休
暇
は
、
男
性
職
員
が
そ
の
配
偶
者
の
産
前
産

後
の
期
間
に
、
育
児
に
参
加
す
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２

育
児
参
加
休
暇
は
、
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
に
当
該
職
員
又
は
そ

の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
同
居
し
、
か

つ
、
養
育
の
必
要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
六
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。 

２ 

育
児
参
加
休
暇
は
、
男
性
職
員
の
配
偶
者
の
出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該

出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。

た
だ
し
、
男
性
職
員
に
当
該
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
と
同
居
し
、
か
つ
、
養

育
の
必
要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間

（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の

日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
） 

４ 

育
児
参
加
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
当
該
母
子
手
帳
等
及
び
職
員

４ 

育
児
参
加
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
の
母
子
手
帳
等
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、

当
該
母
子
手
帳
等
及
び
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
子
と
同
居
し
て
い
る
こ
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又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
子
と

同
居
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
二
条
の
三 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
課

程
を
修
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
た

だ
し
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
限
度
と
す

る
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
職
員
が
、

そ
の
子
（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、

又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
又

は
予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
三 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
課

程
を
修
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
た

だ
し
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
限
度
と
す

る
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る

子
」
と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
又
は
予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を

受
け
さ
せ
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

（
慶
弔
休
暇
） 

（
慶
弔
休
暇
） 

第
二
十
四
条 

慶
弔
休
暇
は
、
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成

三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は

同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る

制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
と
、
同
居

し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
」
と
い
う
。
）
、
職
員
の
関
係
者

第
二
十
四
条 

慶
弔
休
暇
は
、
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
、
職
員
の
親
族
が
死
亡

し
た
場
合
そ
の
他
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休

暇
と
す
る
。 
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（
別
表
第
三
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の

他
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

一

職
員
が
結
婚
す
る
場
合
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合

引
き
続
く
七
日 

一

職
員
が
結
婚
す
る
場
合 

引
き
続
く
七
日 

二

職
員
の
関
係
者
が
死
亡
し
た
場
合 

任
命
権
者
が
承
認
し
た
日
か
ら

引
き
続
く
別
表
第
三
に
掲
げ
る
日
数 

二

職
員
の
親
族
（
別
表
第
三
に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。
）
が
死
亡
し
た
場

合 

任
命
権
者
が
承
認
し
た
日
か
ら
引
き
続
く
別
表
第
三
に
掲
げ
る
日

数

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三

（
略
） 

３

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
慶
弔
休
暇
の
始
期
は
、
結
婚
の
日
（
戸
籍

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を

し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。
）
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
一

週
間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

内
の
日
と
す
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
慶
弔
休
暇
の
始
期
は
、
結
婚
の
日
（
戸
籍

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を

し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。
）
の
一
週

間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
の

日
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
二
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
二
の
二
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
） 
別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
） 

関
係
者 

日
数 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方 

十
日 

父
母 

七
日 

親
族 

日
数 

配
偶
者 

十
日

父
母

七
日
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子

七
日 

祖
父
母 

三
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、

祭
具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七

日
） 

孫

二
日 

兄
弟
姉
妹 

三
日 

お
じ
又
は
お
ば 

一
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、

祭
具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七

日
） 

お
い
又
は
め
い 
一
日 

父
母
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
配
偶

者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方
の
父
母 

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
七
日
） 

子
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
配
偶
者

若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
の
子 

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
七
日
） 

祖
父
母
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
配

偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
の
祖
父
母 

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
三
日
） 

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
三
日
） 

子

七
日 

祖
父
母 

三
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、

祭
具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七

日
） 

孫

二
日 

兄
弟
姉
妹 

三
日 

お
じ
又
は
お
ば 

一
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、

祭
具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七

日
） 

お
い
又
は
め
い 

一
日 

父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
父
母 

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
七
日
） 

子
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
子 

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
七
日
） 

祖
父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
祖

父
母 

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
三
日
） 

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の

兄
弟
姉
妹 

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

場
合
は
、
三
日
） 
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配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ 

プ
関
係
の
相
手
方
の
兄
弟
姉
妹 

お
じ
又
は
お
ば
の
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

一
日 

お
じ
又
は
お
ば
の
配
偶
者 

一
日 

第
一
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）
及
び
第
二
号
様
式
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
）

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）
及
び
第
二
号
様
式
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
）

（
略
） 
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第
二
号
様
式
の
二
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 

第
二
号
様
式
の
二
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 

14



第
二
号
様
式
の
三
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 

第
二
号
様
式
の
三
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 
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第
二
号
様
式
の
四
（
第
七
条
の
四
関
係
）
か
ら
第
四
号
様
式
（
第
二
十
七
条
関

係
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
号
様
式
の
四
（
第
七
条
の
四
関
係
）
か
ら
第
四
号
様
式
（
第
二
十
七
条
関

係
） 

（
略
） 

第
五
号
様
式
（
第
二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

第
五
号
様
式
（
第
二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

第
六
号
様
式
（
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
号
様
式
（
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
）

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
二

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

は
、
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

当
該
子
の
親
で
あ
っ
て
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
以
下

「
深
夜
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る

も
の
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
二

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

は
、
当
該
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る
当
該
子
の
親
で
あ
っ
て
、
午
後
十
時
か
ら
翌

日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
以
下
「
深
夜
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し

て
請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。 

一
か
ら
四
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
四
ま
で

（
略
）

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

５

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
）

四

深
夜
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
る
当
該
子
の
親
が
い
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合

四

深
夜
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る
当
該

子
の
親
が
い
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

６
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

６
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
（
第
五
項
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護
を

必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
介
護

す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次

の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」

と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の

取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子

で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
関

９

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
（
第
五
項
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第

十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護
を

必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
介
護

す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次

の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」

と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の

取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子

で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
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係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内

の
親
族
で
な
く
な
っ
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る

の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、

第
六
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
前
項
中
「
第
四

項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ

る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と

同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
前

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

第
七
条
の
二
の
二

（
現
行
の
と
お
り
）

第
七
条
の
二
の
二

（
略
）

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９

前
各
項
の
規
定
（
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第
十

一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤

務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条
例
第

十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の

は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く

な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
関
係
が
配

偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族

で
な
く
な
っ
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
及
び

二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
五
項
中

「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
六
項
中

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
第
七
項
中

「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
前
項
中
「
、
第

９

前
各
項
の
規
定
（
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第
十

一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤

務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条
例
第

十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の

は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く

な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係

が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の

世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
項
」
と
、
第
八
項
中
「
、
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
三

（
現
行
の
と
お
り
）

第
七
条
の
三 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９

前
各
項
の
規
定
（
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第
十

一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の

制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条

例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
関
係
が
配
偶
者
若
し
く

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ

た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当

該
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
及
び
二
親
等
内

の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、「
第
五
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
」
と
、
前
項
中
「
第
四
項
」
と

あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９

前
各
項
の
規
定
（
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
は
、
条
例
第
十

一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の

制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条

例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し

た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当

該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ

な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五
項
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
時
間
） 
（
育
児
時
間
） 

第
二
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

３

男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
生
児
を
育
て
る
当
該
職
員
の
配
偶
者
又
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３

男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
生
児
の
母
親
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
配
偶
者

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
当
該
生
児
に
つ
い
て
育
児
時
間

（
当
該
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
他

の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間
に
相
当
す
る
も
の
。
以
下
同

じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
一
日
に
つ
い
て
九
十
分
か
ら
当
該
配
偶
者
又
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
利
用
す
る
育
児
時
間
を
差
し
引
い
た

時
間
を
限
度
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
職
員
の
育
児
時
間
は
、
そ
の
配
偶
者

（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
が
当
該
生
児
に
つ
い
て
育
児
時
間
（
当
該
配
偶
者
が
職
員
で
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は

他
の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間
に
相
当
す
る
も
の
。
以
下
同

じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
一
日
に
つ
い
て
九
十
分
か
ら
当
該
配
偶
者
が
利

用
す
る
育
児
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
限
度
と
す
る
。

５

第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
一
の
日
に
お
い
て
職
員
及
び

そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
育
児
時
間
を
利
用

す
る
と
き
の
そ
の
利
用
方
法
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。 

５

第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
一
の
日
に
お
い
て
職
員
及
び

そ
の
配
偶
者
が
育
児
時
間
を
利
用
す
る
と
き
の
そ
の
利
用
方
法
は
、
教
育
委
員

会
が
定
め
る
。 

６

（
現
行
の
と
お
り
） 

６

（
略
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

第
二
十
三
条

出
産
支
援
休
暇
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
に
当
た
り
、
子
の
養
育
そ
の
他
家
事
等
を
行
う
た
め

の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
三
条

出
産
支
援
休
暇
は
、
男
性
職
員
が
そ
の
配
偶
者
の
出
産
に
当
た

り
、
子
の
養
育
そ
の
他
家
事
等
を
行
う
た
め
の
休
暇
と
す
る
。

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

３

出
産
支
援
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

出
産
支
援
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
参
加
休
暇
） 

（
育
児
参
加
休
暇
） 

第
二
十
三
条
の
二

育
児
参
加
休
暇
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
産
前
産
後
の
期
間
に
、
育
児
に
参
加
す
る
た
め
の
休

暇
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
二

育
児
参
加
休
暇
は
、
男
性
職
員
が
そ
の
配
偶
者
の
産
前
産
後

の
期
間
に
、
育
児
に
参
加
す
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２

育
児
参
加
休
暇
は
、
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
の
出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
に
当
該
職
員
又
は
そ
の
配
偶

者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
同
居
し
、
か
つ
、
養
育
の

必
要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

２

育
児
参
加
休
暇
は
、
男
性
職
員
の
配
偶
者
の
出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
出

産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。
た
だ

し
、
男
性
職
員
に
当
該
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
と
同
居
し
、
か
つ
、
養
育
の
必

要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊

娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
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相
手
方
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
週

間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に

お
い
て
承
認
す
る
。 

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。 

３

（
現
行
の
と
お
り
） 

３

（
略
）

４

育
児
参
加
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
当
該
母
子
手
帳
等
及
び
職
員
又
は
そ
の

配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
子
と
同
居
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

育
児
参
加
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
の
母
子
手
帳
等
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
当

該
母
子
手
帳
等
及
び
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
子
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
証
明
書
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
三
条
の
三

子
ど
も
の
看
護
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
課
程

を
修
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
た
だ

し
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
限
度
と
す
る
。）

ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
子

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
（
次

項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に

か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
又
は
予
防
接
種
若

し
く
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三

子
ど
も
の
看
護
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
課
程

を
修
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
た
だ

し
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
限
度
と
す
る
。）

ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。）

の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
）
の
た
め
又
は
予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

第
二
十
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
四
条

（
略
）

（
慶
弔
休
暇
） 

（
慶
弔
休
暇
） 

第
二
十
五
条

慶
弔
休
暇
は
、
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十

年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第

一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知

事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る

証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
と
、
同
居
し
、
か
つ
、
生

第
二
十
五
条

慶
弔
休
暇
は
、
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
、
職
員
の
親
族
が
死
亡
し

た
場
合
そ
の
他
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と

す
る
。
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計
を
一
に
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
」
と
い
う
。）、
職
員
の
関
係
者
（
別
表
第
四
に
掲
げ

る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
の
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

一

職
員
が
結
婚
す
る
場
合
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合

引
き
続
く
七
日 

一

職
員
が
結
婚
す
る
場
合 

引
き
続
く
七
日 

二

職
員
の
関
係
者
が
死
亡
し
た
場
合

教
育
委
員
会
が
承
認
し
た
日
か
ら

引
き
続
く
別
表
第
四
に
掲
げ
る
日
数

二

職
員
の
親
族
（
別
表
第
四
に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。）
が
死
亡
し
た
場
合

教
育
委
員
会
が
承
認
し
た
日
か
ら
引
き
続
く
別
表
第
四
に
掲
げ
る
日
数

三

（
現
行
の
と
お
り
）

三

（
略
） 

３

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
慶
弔
休
暇
の
始
期
は
、
結
婚
の
日
（
戸
籍
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た

日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。
）
又
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
一
週
間
前

の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
の
日
と
す

る
。

３

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
慶
弔
休
暇
の
始
期
は
、
結
婚
の
日
（
戸
籍
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た

日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。）
の
一
週
間
前
の

日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
の
日
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
）

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

別
表
第
四
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

関
係
者

日
数

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

十
日

父
母

七
日

子

七
日

祖
父
母

三
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、
祭

具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七
日
） 

孫

二
日

親
族

日
数

配
偶
者

十
日

父
母

七
日

子

七
日

祖
父
母

三
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、
祭

具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七
日
） 

孫

二
日
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兄
弟
姉
妹 

三
日

お
じ
又
は
お
ば 

一
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、
祭

具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七
日
） 

お
い
又
は
め
い 

一
日

父
母
の
配
偶
者
若
し
く
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
又
は
配
偶
者
若
し
く

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
の
父
母

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
七
日
） 

子
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
又
は
配
偶
者
若
し
く
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
の
子

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
七
日
） 

祖
父
母
の
配
偶
者
若
し
く
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
又
は
配
偶
者
若
し
く

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
の
祖
父
母 

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
三
日
） 

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
若
し
く

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
又
は
配
偶
者
若
し

く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方
の
兄
弟
姉
妹 

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
三
日
） 

お
じ
又
は
お
ば
の
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方 

一
日

兄
弟
姉
妹 

三
日

お
じ
又
は
お
ば 

一
日
（
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
か
つ
、
祭

具
等
の
承
継
を
受
け
る
場
合
は
、
七
日
） 

お
い
又
は
め
い 

一
日

父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者

の
父
母

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
七
日
） 

子
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の

子

三
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
七
日
） 

祖
父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶

者
の
祖
父
母

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
三
日
） 

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
又
は
配

偶
者
の
兄
弟
姉
妹

一
日
（
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場

合
は
、
三
日
） 

お
じ
又
は
お
ば
の
配
偶
者 

一
日

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
二
号
様
式
の
二
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 

別
記
第
二
号
様
式
の
二
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 
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別
記
第
二
号
様
式
の
三
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 

別
記
第
二
号
様
式
の
三
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
） 
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別
記
第
二
号
様
式
の
四
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
第
二
号
様
式
の
四
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
五
号
様
式
（
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

別
記
第
五
号
様
式
（
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

別
記
第
六
号
様
式

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
第
六
号
様
式

（
略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四
号
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
十
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二

親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に

よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し

て
、
介
護
休
暇
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生

活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇

（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
十
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二
親

等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休

暇
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前
条

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承

認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
）

（
介
護
休
暇
）

（
介
護
休
暇
）

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。）
若
し
く
は
条
例
第
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二

親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ

り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護

休
暇
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前
条

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
承

認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
）
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で

（
略
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
時
間
講
師
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
を
含
む
。）
若
し
く
は
勤
務

時
間
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、

負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下

「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
短
期
の
介

護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承
認

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
時
間
講
師
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等

内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日

常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）

の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

第
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

議
長
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
十
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前
条

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承

認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

議
長
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む

こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前
条
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承
認
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
十
九
の
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
九
の
五
条
ま
で

（
略
） 

（
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
）

第
二
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
）

（
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
）

第
二
十
条 

（
略
） 

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
（
会
計
年
度
任
用

の
職
及
び
臨
時
的
任
用
の
職
を
除
く
。
）
に
あ
っ
た
者
が
引
き
続
き
日
勤
講
師

と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合
の
そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
新
た
に

日
勤
講
師
に
任
用
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
任
用
日
」

と
い
う
。
）
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に

当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
（
以
下
「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
任
用

日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
た
日
数
（
一
日
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
、
前
付
与

日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使

用
し
な
か
っ
た
日
数
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
を
加

え
た
日
数
（
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇

の
付
与
日
が
任
用
日
前
二
年
以
前
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
前
付
与
日
前
一
年
の

期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ

た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
）
か
ら
、
前
付
与
日
か
ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
に

使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
（
日
勤
講
師
を
除

く
。
）
に
あ
っ
た
者
が
引
き
続
き
日
勤
講
師
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

の
そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
新
た
に
日
勤
講
師
に
任
用
さ
れ
た
日
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
任
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ

て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
か
ら
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
か
ら
任

用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
、
前
項
に
規
定
す

る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
の
会
計
年
度
任
用
の
職
（
日
勤
講

師
を
除
く
。
）
又
は
臨
時
的
任
用
の
職
に
あ
っ
た
者
が
引
き
続
き
日
勤
講
師
と

し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合
の
そ
の
年
度
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
任
用
日
の

前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
う
ち
同
日
の
属
す
る
年
度
に
付
与

さ
れ
た
も
の
に
、
第
一
項
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
を
加
え
た
も
の

と
す
る
。 

（
新
設
） 

４
か
ら
９
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

第
二
十
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 
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第
二
十
二
条

教
育
委
員
会
は
、
日
勤
講
師
が
そ
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
勤
務
時

間
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負

傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要

介
護
者
」
と
い
う
。）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
短
期
の
介
護
休

暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承
認
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
日
勤
講
師
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内

の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の

介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
）

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
）
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警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令甲第１７号） 新旧対照表（抄） 

改正案 現行 

（趣旨） 

第１条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

（平成７年東京都条例第１５号。以下「条例」という。）第１９条 

の規定に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２ 

２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員の勤務時間、休 

暇等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条から第６条まで （現行のとおり） 

 （育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限） 

第７条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限に

ついては、勤務規程第１５条の規定を準用する。この場合におい

て、同条第１項、第３項及び第５項中「職員」とあるのは「会計年

度任用職員」と、同条第２項中「警視庁警察職員の休日、休暇等に

関する規程第２０条の４第１項に規定する要介護者を介護する職

員」とあるのは「会計年度任用職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）若しくは条例第１０条

の２第１項に規定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二

 （趣旨） 

第１条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成７年東京都条例第１５号）第１９条の規定に基づき、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１

号に掲げる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第２条から第６条まで （略） 

 （育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限） 

第７条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限に

ついては、勤務規程第１５条の規定を準用する。この場合におい

て、同条第１項、第３項及び第５項中「職員」とあるのは「会計年

度任用職員」と、同条第２項中「警視庁警察職員の休日、休暇等に

関する規程第２０条の４第１項に規定する要介護者を介護する職

員」とあるのは「会計年度任用職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）若しくは二親等内の親

族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生
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親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢に

より日常生活を営むことに支障があるもの（各々が２週間以上に

わたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下

「要介護者」という。）を介護する会計年度任用職員」と、同条第

３項第３号中「警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程第１

１条第１項」とあるのは「第１５条」と読み替えるものとする。 

第８条から第１８条まで （現行のとおり） 

 （出産支援休暇） 

第 18条の２ 会計年度任用職員の出産支援休暇については、休日休

暇規程第１６条の規定を準用する。この場合において、同条第２

項中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるもの

とする。 

（育児参加休暇） 

第 18条の３ 会計年度任用職員の育児参加休暇については、休日休

暇規程第１６条の２の規定を準用する。この場合において、同条

第 1項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「当該職員」

とあるのは「当該会計年度任用職員」と、同条第３項中「職員」と

あるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

活を営むことに支障があるもの（各々が２週間以上にわたり介護

を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」

という。）を介護する会計年度任用職員」と、同条第３項第３号中

「警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程第１１条第１項」

とあるのは「第１５条」と読み替えるものとする。 

第８条から第 18条まで （略） 

 （出産支援休暇） 

第 18条の２ 会計年度任用職員の出産支援休暇については、休日休

暇規程第１６条の規定を準用する。この場合において、同条第２

項中「男性職員」とあるのは、「男性の会計年度任用職員」と読み

替えるものとする。 

（育児参加休暇） 

第 18条の３ 会計年度任用職員の育児参加休暇については、休日休

暇規程第１６条の２の規定を準用する。この場合において、同条

第 1項中「男性職員」とあるのは「男性の会計年度任用職員」と、

「当該職員」とあるのは「当該会計年度任用職員」と、同条第３項
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第１９条から第２３条まで （現行のとおり） 

 

 （介護休暇） 

第 24条 所属長は、会計年度任用職員がその配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）若しくは条例第

１０条の２第１項に規定するパートナーシップ関係の相手方若し

くは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は

老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするた

め、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

として、介護休暇（前条に規定するものを除く。以下この条及び次

条において同じ。）を承認するものとする。 

２ （現行のとおり） 

 

第２５条から第３１条まで （現行のとおり） 

別表第１から別表第４まで （現行のとおり） 

中「男性職員」とあるのは「男性の会計年度任用職員」と読み替え

るものとする。 

 

第１９条から第２３条まで （略） 

 

 （介護休暇） 

第 24条 所属長は、会計年度任用職員がその配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）若しくは二親等

内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により

日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇として、介

護休暇（前条に規定するものを除く。以下この条及び次条におい

て同じ。）を承認するものとする。 

 

２ （略） 

 

第２５条から第３１条まで （略） 

別表第１から別表第４まで （略） 
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職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東 

京
都
規
則
第
五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
（
会 

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東 

京
都
規
則
第
四
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
） 

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
（
以 

下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六

日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二

十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
お
け
る
同
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は

結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
一
週
間
前
の
日
か
ら
当

該
結
婚
の
日
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
三
年
一
月
一
日
か

ら
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
し
、
結
婚
の
日
が
令
和
三
年
一
月
七
日
か

ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
又
は
同
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
が
令
和
四
年
十

一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
お
け
る
同
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
結
婚
の
日
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」

と
あ
る
の
は
、
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東 

京
都
規
則
第
五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
（
会 

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東 

京
都
規
則
第
四
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
） 

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
（
以 

下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六 

日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二 

十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
お
け
る
同
条 

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和 

二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は 

結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。
）
の
一
週
間
前
の
日
か
ら 

当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
三
年
一
月
一 

日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
し
、
結
婚
の
日
が
令
和
三
年
一
月
七 

日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の 

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ 

る
の
は
、
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

36



学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七

年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十
五
条

第
三
項
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
。
以
下
「
時
間
講
師
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
。
以
下
「
日
勤
講
師
規

則
」
と
い
う
。）
第
二
十
一
条
第
二
号
及
び
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会

規
則
第
九
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
（
以

下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日

ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二
十
五

条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。）
に
お
け
る
同
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日

の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
一
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
六

月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
二

月
三
十
一
日
」
と
し
、
結
婚
の
日
が
令
和
三
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六

日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
又
は
同
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と

な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
が
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
当
該
結
婚
の
日
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
五

年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七

年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十
五
条

第
三
項
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
。
以
下
「
時
間
講
師
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
。
以
下
「
日
勤
講
師
規

則
」
と
い
う
。）
第
二
十
一
条
第
二
号
及
び
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会

規
則
第
九
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
（
以

下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日

ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二
十
五

条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
お
け
る
同
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日

の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日
を
い
う
。）
の
一
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日

後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年

十
二
月
三
十
一
日
」
と
し
、
結
婚
の
日
が
令
和
三
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一

月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
五
年
十

二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 
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東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用

職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第

五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚

の
日
（
以
下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計

年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十

四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
結
婚
の
日
が
令

和
三
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
又
は
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
日
が
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に

あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年

東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用

職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第

五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚

の
日
（
以
下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計

年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十

四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
結
婚
の
日
が
令

和
三
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百

一
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 
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東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職

員
勤
務
時
間
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五

十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚
の

日
（
以
下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計
年

度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
四
条

第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
結
婚
の
日
が
令
和
三

年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
又
は
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
が
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則

第
二
百
一
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職

員
勤
務
時
間
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五

十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚
の

日
（
以
下
「
結
婚
の
日
」
と
い
う
。
）
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
同
月
一
日
前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計
年

度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
四
条

第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
結
婚
の
日
が
令
和
三

年
一
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
職

員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）

の
規
定
を
準
用
す
る
。

39



職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
記
様
式
第
一
号 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
様
式
第
一
号
の
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
記
様
式
第
一
号 

（
略
） 

別
記
様
式
第
一
号
の
二
（
第
四
条
関
係
） 
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別
記
様
式
第
二
号
（
第
六
条
関
係
） 

（表）

別
記
様
式
第
二
号
（
第
六
条
関
係
） 

（表）
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（裏）

（裏）
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別
記
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

（
略
） 

別
記
様
式
第
一
号

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
様
式
第
一
号 

（
略
）

別
記
様
式
第
一
号
の
二

別
記
様
式
第
一
号
の
二 
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別
記
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で

（
略
）
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職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
や
む
を
得
な
い
事
情
） 

（
や
む
を
得
な
い
事
情
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

一

配
偶
者
又
は
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と

い
う
。
）
が
、
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職
員
又

は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
又
は
同

居
の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。 

一 

配
偶
者
が
、
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職
員
若

し
く
は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居
の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。 

二 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教

育
施
設
に
在
学
し
て
い
る
同
居
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
。 

二 

配
偶
者
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
在
学
し
て
い
る
同
居
の
子
を
養

育
す
る
こ
と
。 

三 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
引
き
続
き
就
業
す

る
こ
と
。 

三

配
偶
者
が
引
き
続
き
就
業
す
る
こ
と
。 

四 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
又
は
配
偶
者

若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
所
有
に
係
る
住
宅
を
管

理
す
る
た
め
、
引
き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。 

四 

配
偶
者
が
職
員
又
は
配
偶
者
の
所
有
に
係
る
住
宅
を
管
理
す
る
た
め
、

引
き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。 

五

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
と
同
居
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
前
各
号
に
類
す
る
事
情 

五

配
偶
者
が
職
員
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
前
各
号
に
類
す
る
事

情

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 
（
略
） 

（
加
算
額
等
） 

（
加
算
額
等
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条 

（
略
） 
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一 

最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
交
通
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
住
居
ま
で
の
経
路
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
通
勤
距

離
に
準
じ
て
算
定
し
た
距
離
（
以
下
「
交
通
距
離
」
と
い
う
。
）
が
片
道

百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
職

員
を
除
く
。
） 

一 

最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
交
通
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
の
住
居
ま
で
の
経
路
に
つ
い
て
、
前

条
第
一
号
に
規
定
す
る
通
勤
距
離
に
準
じ
て
算
定
し
た
距
離
（
以
下
「
交

通
距
離
」
と
い
う
。
）
が
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
（
次

号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

二 

職
員
の
住
居
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
の
住
居
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ

等
に
あ
る
職
員 

二 

職
員
の
住
居
又
は
配
偶
者
の
住
居
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
別
表
第
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ
等
に
あ
る
職
員 

三

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の

住
居
が
と
も
に
島
し
ょ
に
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
住
居
が
別
表

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
に
あ
る
も
の 

三 

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
の
住
居
が
と
も
に
島
し
ょ
に
あ
る
職
員
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
住
居
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
に
あ
る
も
の 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
及
び
二 

（
略
） 

三

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員 

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の

住
居
と
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住
居
と
の
関

係
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額 

三 

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員 

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の

住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と
の
関
係
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る

額

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条 

（
略
） 

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴

い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と

別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら

当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に

一 

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴

い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該

事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署

に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
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規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、

単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職

員

イ
及
び
ロ 

（
現
行
の
と
お
り
）

イ
及
び
ロ 

（
略
）

二

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て

い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る
こ
と

と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居

か
ら
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る

こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
職
員
以
外
の
職
員
で
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る

公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

二

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て

い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
異
動
又

は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後

に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら

し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
当
該
異
動
又
は
公

署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移

転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ

と
を
常
況
と
す
る
職
員 

三 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
（
以

下
単
に
「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、

同
居
し
て
い
た
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当

該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移

転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
公
署

の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で
生
活

す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

三 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
（
以

下
単
に
「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、

同
居
し
て
い
た
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
配
偶
者
の
な
い
職
員

に
限
る
。
）
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該

異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第

三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務

の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）

の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

四

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

四

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
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移
転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直

前
に
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職

員
に
あ
っ
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
る
子
。
以
下
「
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
等
」
と
い
う
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が

当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職

員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
等
の
住
居
か
ら
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に

通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務

の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
等
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

移
転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直

前
に
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
十
八

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
。
以

下
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該

別
居
が
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生

じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら

当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定

す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の

直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶

者
等
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う

ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

五 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
（
配
偶
者
及
び
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
）
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職

員
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は

公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規

定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動

又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住

居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十

五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の

五 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
（
配
偶
者
の
な
い
職

員
に
あ
っ
て
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
）
に
よ
り
、
同
居

し
て
い
た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
又

は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後

に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら

し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の

直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活

す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 
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み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

六

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直

前
に
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等

と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該
異
動
又
は
公
署
の

移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当

該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
の

住
居
か
ら
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三

条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当

該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転

し
て
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
同
居
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し

て
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

六 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直

前
に
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該

別
居
が
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生

じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら

当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定

す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の

直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶

者
等
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う

ち
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

七
及
び
八 

（
現
行
の
と
お
り
） 

七
及
び
八 

（
略
） 

（
支
給
の
調
整
） 

（
支
給
の
調
整
） 

第
六
条 

職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
単
身
赴

任
手
当
又
は
東
京
都
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
国
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す

る
手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
間
、
当
該
職
員
に
は
単
身
赴
任

手
当
は
支
給
し
な
い
。 

第
六
条 

職
員
の
配
偶
者
が
単
身
赴
任
手
当
又
は
東
京
都
、
他
の
地
方
公
共
団

体
、
国
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ

の
間
、
当
該
職
員
に
は
単
身
赴
任
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

（
届
出
） 
（
届
出
） 

第
七
条 

新
た
に
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
単
身
赴
任
届
に
よ
り
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
速
や
か
に
所
属
長
に
届
け

第
七
条 

新
た
に
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
単
身
赴
任
届
に
よ
り
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状

況
等
を
速
や
か
に
所
属
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
身
赴
任
手
当
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出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同

居
者
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
の
住
居
等
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同
居
者
、
配
偶
者
等
の
住
居
等
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 
（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
事
後
の
確
認
） 

（
事
後
の
確
認
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２

所
属
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
職
員
に
対
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と

の
別
居
の
状
況
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

所
属
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
職
員
に
対
し
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

別
表
第
一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の

住
居
と
の
関
係
の
区
分 

加

算

額

一

職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
の
住
居
ま
で
の
船
舶
に

よ
る
交
通
の
経
路
が
東
京
港
経

由
と
な
る
こ
と
。 

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

の
住
居
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し

ょ
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄

に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額
（
七

〇
、
〇
〇
〇
円
を
限
度
と
す

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と

の
関
係
の
区
分 

加

算

額

一 

職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
の

住
居
ま
で
の
船
舶
に
よ
る
交
通

の
経
路
が
東
京
港
経
由
と
な
る

こ
と
。 

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
の
住
居

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
別
表
第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ
等
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め

る
額
を
合
算
し
た
額
（
七
〇
、
〇

〇
〇
円
を
限
度
と
す
る
。
） 
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る
。
） 

二

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
又
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
住
居
と
が
次
の
組
合
せ

に
あ
る
こ
と
。 

（一）

三
宅
島
及
び
御
蔵
島 

（二）

三
宅
島
及
び
青
ケ
島 

（三）

八
丈
島
及
び
青
ケ
島 

（四）

八
丈
島
及
び
御
蔵
島 

（五）

青
ケ
島
及
び
御
蔵
島 

（六）

小
笠
原
父
島
及
び
母
島 

八
、
〇
〇
〇
円 

二 

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の
住

居
と
が
次
の
組
合
せ
に
あ
る
こ

と
。 

（一）

三
宅
島
及
び
御
蔵
島 

（二）

三
宅
島
及
び
青
ケ
島 

（三）

八
丈
島
及
び
青
ケ
島 

（四）

八
丈
島
及
び
御
蔵
島 

（五）

青
ケ
島
及
び
御
蔵
島 

（六）

小
笠
原
父
島
及
び
母
島 

八
、
〇
〇
〇
円 

別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
三 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
や
む
を
得
な
い
事
情
） 

（
や
む
を
得
な
い
事
情
） 

第
二
条

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条

（
略
）

一

配
偶
者
又
は
条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と

い
う
。
）
が
、
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職
員
又
は

配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
又
は
同
居

の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。

一

配
偶
者
が
、
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職
員
若
し

く
は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居
の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。 

二

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施

設
に
在
学
し
て
い
る
同
居
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
。 

二

配
偶
者
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
在
学
し
て
い
る
同
居
の
子
を
養
育

す
る
こ
と
。 

三

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
引
き
続
き
就
業
す

る
こ
と
。 

三

配
偶
者
が
引
き
続
き
就
業
す
る
こ
と
。

四

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
又
は
配
偶
者

若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
所
有
に
係
る
住
宅
を
管

理
す
る
た
め
、
引
き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。

四

配
偶
者
が
職
員
又
は
配
偶
者
の
所
有
に
係
る
住
宅
を
管
理
す
る
た
め
、
引

き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。 

五

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
と
同
居
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
前
各
号
に
類
す
る
事
情 

五

配
偶
者
が
職
員
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
前
各
号
に
類
す
る
事

情

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条

（
略
）

（
加
算
額
等
） 
（
加
算
額
等
） 

第
四
条

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
四
条

（
略
）

一

最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
交
通
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
住
居
ま
で
の
経
路
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
通
勤
距
離

に
準
じ
て
算
定
し
た
距
離
（
以
下
「
交
通
距
離
」
と
い
う
。
）
が
片
道
百
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除

一

最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
交
通
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
の
住
居
ま
で
の
経
路
に
つ
い
て
、
前
条

第
一
号
に
規
定
す
る
通
勤
距
離
に
準
じ
て
算
定
し
た
距
離
（
以
下
「
交
通
距

離
」
と
い
う
。
）
が
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
（
次
号
又
は

第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。） 
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く
。
） 

二

職
員
の
住
居
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
の
住
居
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ

等
に
あ
る
職
員 

二

職
員
の
住
居
又
は
配
偶
者
の
住
居
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
別
表
第
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ
等
に
あ
る
職
員

三

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の

住
居
が
と
も
に
島
し
ょ
に
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
住
居
が
別
表
第

二
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
に
あ
る
も
の 

三

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
の
住
居
が
と
も
に
島
し
ょ
に
あ
る
職
員
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
住
居
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
係
に
あ
る
も
の 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
）

一
及
び
二

（
略
）

三

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の

住
居
と
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住
居
と
の
関

係
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額 

三

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の

住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と
の
関
係
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
等
） 

第
五
条

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条

（
略
）

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、

住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居

し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発

生
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す

る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、

住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居

し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の

直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る

こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

イ
及
び
ロ

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ
及
び
ロ

（
略
） 

二

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る
こ
と
と

な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら

当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と

が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職

員
以
外
の
職
員
で
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校

二

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た

配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
異
動
又
は
学
校

の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤

す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移

転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
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に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況

と
す
る
職
員 

三

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
（
以
下
単

に
「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
同
居
し

て
い
た
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
異
動
又
は

学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に

在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し

て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後

に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況

と
す
る
職
員

三

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
（
以
下
単

に
「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
同
居
し

て
い
た
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
限
る
。
）

で
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
学
校

の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す

る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
学

校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移

転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で
生
活

す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

四

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
に

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
（
配
偶
者

及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
っ

て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
。
以
下
「
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
」
と
い

う
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該
異
動
又
は
学

校
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、

当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等

の
住
居
か
ら
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第

三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当

該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転

し
て
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
同
居
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る

こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

四

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
に

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
十
八
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
。
以
下
「
配
偶

者
等
」
と
い
う
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該

異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職
員
に

限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら
当
該
別
居
の
直

後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照

ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る

学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶
者
等
と
同
居
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る

こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

五

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

五

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移
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転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
や
む
を

得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
）
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当

該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移

転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
学
校
の

移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て

生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に

あ
っ
て
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
ず
る
事
情
）
に
よ
り
、
同
居
し
て
い

た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の

移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す

る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤

す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
常

況
と
す
る
職
員 

六

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
に

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
別

居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の

直
後
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
の
住
居
か
ら

当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定

す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の
直

後
に
在
勤
す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶
者

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ

と
を
常
況
と
す
る
職
員

六

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移

転
し
た
後
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
に

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が

当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職

員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら
当
該
別
居

の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
別
居
の
直
後
に
在
勤

す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶
者
等
と
同
居

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
十
五
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同

居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

七
及
び
八

（
現
行
の
と
お
り
）

七
及
び
八

（
略
）

（
支
給
の
調
整
）

（
支
給
の
調
整
）

第
六
条

職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
単
身
赴

任
手
当
又
は
東
京
都
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
国
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る

手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
間
、
当
該
職
員
に
は
単
身
赴
任
手
当

は
支
給
し
な
い
。 

第
六
条

職
員
の
配
偶
者
が
単
身
赴
任
手
当
又
は
東
京
都
、
他
の
地
方
公
共
団

体
、
国
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の

間
、
当
該
職
員
に
は
単
身
赴
任
手
当
は
支
給
し
な
い
。 
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（
届
出
） 

（
届
出
） 

第
七
条

新
た
に
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
を
添
付
し
て
、
単
身
赴
任
届
に
よ
り
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
速
や
か
に
所
属
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同
居
者
、

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
の
住
居
等
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
七
条

新
た
に
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
を
添
付
し
て
、
単
身
赴
任
届
に
よ
り
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等

を
速
や
か
に
所
属
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
身
赴
任
手
当
を
受
け

て
い
る
職
員
の
住
居
、
同
居
者
、
配
偶
者
等
の
住
居
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
事
後
の
確
認
） 

（
事
後
の
確
認
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２

所
属
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

職
員
に
対
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
等
と
の
別
居

の
状
況
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

職
員
に
対
し
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

別
表
第
一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
又
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
の
住
居
と
の
関
係
の

区
分

加

算

額

一

職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方
の
住
居
ま
で
の

船
舶
に
よ
る
交
通
の
経
路
が

東
京
港
経
由
と
な
る
こ
と
。

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住

居
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
別
表
第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ
等
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額

を
合
算
し
た
額
（
七
〇
、
〇
〇
〇
円

を
限
度
と
す
る
。） 

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の 

住
居
と
の
関
係
の
区
分 

加

算

額

一

職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者

の
住
居
ま
で
の
船
舶
に
よ
る

交
通
の
経
路
が
東
京
港
経
由

と
な
る
こ
と
。 

職
員
の
住
居
及
び
配
偶
者
の
住
居
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
別
表
第
一
の

上
欄
に
掲
げ
る
島
し
ょ
等
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額
を
合

算
し
た
額
（
七
〇
、
〇
〇
〇
円
を
限

度
と
す
る
。） 
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二

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
の
住
居
と
が
次
の

組
合
せ
に
あ
る
こ
と
。

㈠

三
宅
島
及
び
御
蔵
島

㈡

三
宅
島
及
び
青
ケ
島

㈢

八
丈
島
及
び
青
ケ
島

㈣

八
丈
島
及
び
御
蔵
島

㈤

青
ケ
島
及
び
御
蔵
島

㈥

小
笠
原
父
島
及
び
母
島

八
、
〇
〇
〇
円 

二

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の

住
居
と
が
次
の
組
合
せ
に
あ

る
こ
と
。 

㈠

三
宅
島
及
び
御
蔵
島

㈡

三
宅
島
及
び
青
ケ
島

㈢

八
丈
島
及
び
青
ケ
島

㈣

八
丈
島
及
び
御
蔵
島

㈤

青
ケ
島
及
び
御
蔵
島

㈥

小
笠
原
父
島
及
び
母
島

八
、
〇
〇
〇
円 

別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
三 

（
略
） 
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住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
支
給
範
囲
） 

（
支
給
範
囲
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
） 

一

都
が
職
員
及
び
そ
の
世
帯
の
構
成
員
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た

施
設 

一

都
が
職
員
及
び
そ
の
家
族
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た
施
設 

二

国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
公
社
、
公
団
、
民
間
企
業
等
そ
の
名
称
を

問
わ
ず
雇
用
主
が
被
雇
用
者
及
び
そ
の
世
帯
の
構
成
員
等
を
居
住
さ
せ
る

た
め
に
設
置
し
た
施
設 

二

国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
社
、
公
団
、
民
間
企
業
等
そ
の
名
称
を
問
わ

ず
雇
用
主
が
被
雇
用
者
及
び
そ
の
家
族
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た

施
設 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条

（
略
）

（
支
給
範
囲
） 

（
支
給
範
囲
） 

第
二
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条

（
略
）

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

一

都
が
職
員
及
び
そ
の
世
帯
の
構
成
員
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た

施
設

一

都
が
職
員
及
び
そ
の
家
族
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た
施
設 

二

国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
公
社
、
公
団
、
民
間
企
業
等
そ
の
名
称
を
問

わ
ず
雇
用
主
が
被
雇
用
者
及
び
そ
の
世
帯
の
構
成
員
等
を
居
住
さ
せ
る
た

め
に
設
置
し
た
施
設 

二

国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
社
、
公
団
、
民
間
企
業
等
そ
の
名
称
を
問
わ
ず

雇
用
主
が
被
雇
用
者
及
び
そ
の
家
族
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た
施

設

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
）

別
記
様
式
（
第
三
条
関
係
）

別
記
様
式
（
第
三
条
関
係
）
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学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種
類

支
給
範
囲 

手
当
額

摘
要

１

か

ら

５

ま
で

（
現
行

の
と
お

り
）

（
現
行
の
と
お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
）

（

現

行

の

と

お

り
）

６

（
現
行

の
と
お

り
）

工
業
に
関
す
る
学
科

を
設
置
す
る
都
立
の
高

等
学
校
に
勤
務
す
る
給

与
条
例
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
教
育
職
員

（
以
下
「
教
育
職
員
」

と
い
う
。
）
が
、
エ
ッ
ク

ス
線
装
置
を
操
作
し

て
、
研
究
又
は
実
習
の

業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

（

現

行

の

と

お

り
）

（

現

行

の

と

お

り
）

７

か

ら

９

ま
で

（
現
行

の
と
お

り
）

（
現
行
の
と
お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
）

（

現

行

の

と

お

り
）

10

（
現
行

の
と
お

り
）

⑴

工
業
に
関
す
る
学

科
を
設
置
す
る
都
立

の
高
等
学
校
の
ア
ー

ト
ク
ラ
フ
ト
科
、
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ツ

科
、
オ
ー
ト
モ
ビ
ル

（

現

行

の

と

お

り
）

（

現

行

の

と

お

り
）

手
当

番
号

種
類

支
給
範
囲 

手
当
額

摘
要

１

か

ら

５

ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

６

（
略
）

都
立
の
工
業
高
等
学

校
に
勤
務
す
る
給
与
条

例
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
教
育
職
員
（
以

下
「
教
育
職
員
」
と
い

う
。）
が
、
エ
ッ
ク
ス
線

装
置
を
操
作
し
て
、
研

究
又
は
実
習
の
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

７

か

ら

９

ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

10

（
略
）

⑴

都
立
の
工
業
高
等

学
校
の
工
業
化
学

科
、
総
合
技
術
科
（
教

育
長
が
別
に
定
め
る

都
立
の
工
業
高
等
学

校
の
総
合
技
術
科
に

（
略
）

（
略
）
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工
学
科
、
キ
ャ
リ
ア

技
術
科
、
理
工
環
境

科
、
総
合
技
術
科
、

環
境
化
学
科
、
科
学

技
術
科
そ
の
他
教
育

長
が
別
に
定
め
る
学

科
で
実
習
を
補
助
す

る
実
習
助
手
が
、
毒

物
及
び
劇
物
取
締
法

（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
三
百
三
号
）
別

表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
に
規
定
す
る

薬
品
、
労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
七
年
政
令
第
三

百
十
八
号
）
第
十
六

条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
物
、
同
令
別
表

第
三
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
に
掲
げ
る

特
定
化
学
物
質
等
、

有
機
溶
剤
中
毒
予
防

規
則
（
昭
和
四
十
七

年
労
働
省
令
第
三
十

六
号
）
第
一
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す

る
第
一
種
有
機
溶
剤 

等
又
は
ホ
ス
ゲ
ン
、

鉛
（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク 

限
る
。
）
、
ア
ー
ト
ク

ラ
フ
ト
科
、
応
用
化

学
科
、
カ
ラ
ー
リ
ン

グ
ア
ー
ツ
科
又
は
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ツ

科
で
実
習
を
補
助
す

る
実
習
助
手
が
、
毒

物
及
び
劇
物
取
締
法

（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
三
百
三
号
）
別

表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
に
規
定
す
る

薬
品
、
労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
七
年
政
令
第
三

百
十
八
号
）
第
十
六

条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
物
、
同
令
別
表

第
三
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
に
掲
げ
る

特
定
化
学
物
質
等
、

有
機
溶
剤
中
毒
予
防

規
則
（
昭
和
四
十
七

年
労
働
省
令
第
三
十

六
号
）
第
一
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す

る
第
一
種
有
機
溶
剤

等
又
は
ホ
ス
ゲ
ン
、

鉛
（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

ア
ー
ツ
科
で
使
用
す
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ア
ー
ツ
科
で
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。）
若

し
く
は
有
害
ア
ル
カ

ロ
イ
ド
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
有
害
な

物
質
若
し
く
は
薬
品

に
接
し
、
又
は
薬
品

を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
発
生
す
る
有

害
な
ガ
ス
の
中
で
、

常
時
、
実
習
の
補
助

業
務
に
従
事
し
た
と

き
。 

⑵ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

11

か

ら

17

ま
で 

（
現
行

の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

 

る
も
の
に
限
る
。）
若

し
く
は
有
害
ア
ル
カ

ロ
イ
ド
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
有
害
な

物
質
若
し
く
は
薬
品

に
接
し
、
又
は
薬
品

を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
発
生
す
る
有

害
な
ガ
ス
の
中
で
、

常
時
、
実
習
の
補
助

業
務
に
従
事
し
た
と

き
。 

 

⑵ 

（
略
） 

11

か

ら

17

ま
で 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
略
） 
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